
　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は
８
月

１
日
か
ら
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
有
効
期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
ら

最
寄
り
の
市
役
所
窓
口
に
返
却
し

て
い
た
だ
く
か
、
ご
自
分
で
裁
断

す
る
な
ど
し
て
破
棄
し
て
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

保険料

均等割額
（被保険者全員が等しく負担）

43,100 円

所得割額
（所得に応じて負担）

（総所得金額などｰ 33 万円× 8.38％）

令
和
2
年
度
の

保
険
料
軽
減
措
置
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
に
は
、

県
内
の
加
入
者
全
員
に
等
し
く
納
め
て

い
た
だ
く
「
均
等
割
額
」
と
、
加
入
者

本
人
の
所
得
に
応
じ
て
納
め
て
い
た
だ

く
「
所
得
割
額
」
が
あ
り
ま
す
。

　

所
得
の
低
い
世
帯
の
方
の
均
等
割
額

に
つ
い
て
は
、
世
帯
主
お
よ
び
被
保
険

者
の
所
得
に
応
じ
て
、
下
記
表
の
と
お

り
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

世帯主および被保険者の総所得金額など 均等割の
軽減割合

軽減後
均等割額

「基礎控除額（33 万円）」を超えない世帯 7.75 割 9,697 円

「基礎控除額（33 万円）」を超えない世帯で、被保険者全員が所得 0 円の世帯
※公的年金等控除額は 80 万円として計算 7 割 12,930 円

「基礎控除額（33 万円）+28 万 5 千円×世帯の被保険者の数」を超えない世帯 5 割 21,550 円

「基礎控除額（33 万円）+52 万円×世帯の被保険者の数」を超えない世帯 2 割 34,480 円

会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
す
る
前
日

ま
で
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養

者
で
あ
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、
所
得
額

に
か
か
わ
ら
ず
保
険
料
の
所
得
割
額
が

免
除
さ
れ
、
か
つ
均
等
割
額
が
5
割
軽

減
さ
れ
ま
す
（
所
得
が
少
な
い
方
に
つ

い
て
は
、最
大
で
７・75
割
軽
減
）。
な
お
、

こ
の
軽
減
措
置
は
制
度
加
入
後
2
年
間

有
効
で
す
。

保
険
料
額
決
定
通
知
や
納
付
書
を

7
月
15
日
に
発
送
し
ま
す

　
平
成
31
年
（
令
和
元
年
）
中
の
所
得
に

応
じ
て
確
定
し
た
令
和
2
年
度
の
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
を
お
知
ら
せ
す
る
通
知

を
、
加
入
者
の
皆
さ
ま
に
送
付
し
ま
す
。

　
保
険
料
の
徴
収
方
法
は
、
年
金
額
や
介

護
保
険
料
な
ど
の
状
況
に
よ
り
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
と
普
通
徴
収
（
口

座
振
替
ま
た
は
納
付
書
に
よ
る
納
付
）
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▶ 制度運営全般・保険料の算定…秋田県後期高齢者医療広域連合 業務課　☎ 018-853-7155
▶ 各種申請・届出…仙北市市民生活課 国民健康保険係　☎ 43-3316
▶ 保険料の納め方…仙北市税務課 市民税係　☎ 43-1117

問
合
せ

該当する方の条件など 均等割額の
軽減割合

軽減後
均等割額

後期高齢者医療に加入する前日まで、会
社の健康保険などの被扶養者であった方

（制度加入後 2 年間）
5 割 21,550円

※�国民健康保険（国保）と国民健康保険組合（国保組合）に加入されて
いた方は、軽減措置の対象になりません。
※�令和 2年 4月 1日時点で、すでに制度加入から2年を経過している方
の均等割額は、世帯の所得によって判定されます。
※年間の保険料額は、100円未満切り捨てです。

普
通
徴
収
に
よ
る
保
険
料
納
付
は

口
座
振
替
が
便
利
で
す

　
保
険
料
を
納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
く

方
に
つ
い
て
は
、
納
め
忘
れ
の
心
配
が
な

く
、
か
つ
納
付
の
手
間
も
省
け
る
、
口
座

振
替
を
お
す
す
め
し
て
い
ま
す
。

　
市
内
の
金
融
機
関
で
申
し
込
み
可
能
で

す
。
ま
た
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ

ば
市
役
所
各
庁
舎
窓
口
で
も
手
続
き
で
き

ま
す
。

 

取
扱
金
融
機
関 

秋
田
銀
行
、
北
都
銀
行
、
羽
後
信
用
金
庫
、

東
北
労
働
金
庫
、
秋
田
お
ば
こ
農
協
、
ゆ

う
ち
ょ
銀
行

＝

＋

〈 

注
意 

〉

後期高齢者医療制度に
加入している皆さまへ

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
が

新
し
く
な
り
ま
す

　
75
歳
以
上
の
方
（
一
定
の
障
が
い
の

あ
る
方
は
65
歳
以
上
）
が
今
ま
で
お
使

い
い
た
だ
い
て
い
た
後
期
高
齢
者
医
療

の
保
険
証
が
新
し
く
な
り
、
７
月
下
旬

に
加
入
者
の
皆
さ
ま
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

申
請
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
８
月
１
日
以
降
は
、
新
し
い
保
険
証

を
お
使
い
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
保
険
証

は
、
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
、
病

院
や
薬
局
の
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担

割
合
が
１
割
ま
た
は
３
割
と
な
り
ま
す

の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
へ

　
平
成
31
年
（
令
和
元
年
）
中
の
所
得

で
、
世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
と

な
る
世
帯
の
方
は
、
保
険
適
用
と
な
る

医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
（
月
額
）

と
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
に
な
る

「
限
度
額
適
用･

標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
現
在
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
、
引

き
続
き
世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

と
な
る
世
帯
の
方
に
つ
い
て
は
、
８
月

１
日
か
ら
有
効
と
な
る
「
限
度
額
適
用

･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
保
険

証
と
一
緒
に
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
現
在
交
付
を
受
け
て
い
な
い

方
、
ま
た
は
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ

た
方
で
、
８
月
１
日
か
ら
「
限
度
額
適

用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
対

象
と
な
る
方
に
は
、
７
月
下
旬
に
申
請

書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
交
付
を
希
望

す
る
方
は
最
寄
り
の
市
役
所
窓
口
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
通
知
に
つ
い
て

　
保
険
証
を
使
っ
て
治
療
や
施
術
を
受

け
ら
れ
た
方
に
「
医
療
費
通
知
書
」
を

お
送
り
し
ま
す
。
日
数
や
医
療
費
な
ど

が
記
載
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
に

つ
い
て
お
尋
ね
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
領
収
書
は
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

長
期
に
入
院（
所
得
区
分
が
低
所
得
Ⅱ
）

し
た
と
き
の
食
事
代
に
つ
い
て

　
入
院
時
の
食
事
代
は
、
低
所
得
Ⅱ
の

認
定
を
受
け
て
い
る
期
間
に
お
い
て
、

過
去
１
年
間
の
入
院
日
数
が
90
日
を
超

え
る
場
合
、
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す

（
前
の
保
険
の
低
所
得
Ⅱ
区
分
で
の
入

院
日
数
を
合
算
で
き
ま
す
）。
こ
の
減

額
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
再
度

申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
市
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発
医
薬

品
）と
は
、最
初
に
作
ら
れ
た
薬（
新
薬：

先
発
医
薬
品
）
の
特
許
が
切
れ
て
か
ら

同
等
の
有
効
成
分
を
使
っ
て
作
ら
れ
た

安
価
な
薬
で
す
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替

え
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
負
担
額
を

２
０
０
円
以
上
削
減
で
き
る
と
見
込
ま

れ
る
方
に
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に

関
す
る
お
知
ら
せ
」
を
お
送
り
し
ま
す

（
7
月
・
１
月
送
付
予
定
）。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替

え
に
あ
た
っ
て
は
、
主
治
医
や
薬
剤
師

に
十
分
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に

関
す
る
差
額
通
知
に
つ
い
て

交
通
事
故
な
ど
に
あ
っ
た
と
き

　

交
通
事
故
な
ど
他
人(

第
三
者)

の

行
為
に
よ
っ
て
病
気
や
け
が
を
し
た
場

合
で
も
、
健
康
保
険
で
医
療
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
は
届
出
が

必
要
で
す
の
で
市
民
生
活
課
国
民
健
康

保
険
係
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

伴
う
保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流

行
に
伴
い
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方

に
つ
い
て
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
が

減
免
さ
れ
ま
す
。
制
度
の
詳
細
は
、
秋

田
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら

送
付
さ
れ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
（
7
月
中
旬
に
発
送
予
定
）。

〈
有
効
期
限
〉
7
月
31
日
ま
で

今
ま
で
の
保
険
証
（
薄
赤
色
）

➡
見本

〈
有
効
期
限
〉
８
月
１
日
～

令
和
3
年
7
月
31
日
ま
で

新
し
い
保
険
証
（
や
ま
ぶ
き
色
）
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